
外来医療における紹介受診重点医療機関
の現況確認及び公表について
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紹介受診重点医療機関の公表にかかる基準

医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）に関する基準（ＡかつＢを満たす）

厚生労働省作成の「外来機能報告等に関するガイドライン」より、外来機能報告において医療
機関の意向を確認した上で、以下の基準が示されている。

上記を満たさない医療機関においては、紹介率・逆紹介率を参考とする。

Ａ：初診の外来件数のうち「重点外来」の件数の占める割合 n≧40%
Ｂ：再診の外来件数のうち「重点外来」の件数の占める割合 n≧25%

紹介率：n≧50% 及び 逆紹介率：n≧40%

《公表基準》
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《参考とする基準》

※医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）について

①医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
（例：がんの手術のために入院する患者が術前の説明･検査や術後のフォローアップを外来で受けた等）

②高額等の医療機器・設備を必要とする外来（例：外来化学療法加算や外来放射線治療加算等を算定）

③特定の領域に特化した機能を有する外来（紹介患者に対する外来等）
（例：診療情報提供料Ⅰを算定した30日以内に別の医療機関を受診した場合、当該「別の医療機関」の外来）



公表済みの紹介受診重点医療機関の取扱い
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Ｑ：すでに紹介受診重点医療機関として公表されている医療機関は、地域
の協議は省略可能か。（公表継続の医療機関の協議省略が可能か。）

Ａ：紹介受診重点医療機関の公表にあたっては、すでに紹介受診重点医療
機関として公表されている医療機関も含め、毎年度協議の場において
確認が必要。

・公表済みの医療機関は、毎年度の現況確認による地域医療構想調整
会議での確認が必要。

・新規公表希望の医療機関は、地域医療構想調整会議で協議が必要。
※協議が完了した後に公表を行う。



紹介受診重点医療機関の公表にかかる協議の進め方①
令和5年5月17日付厚生労働省
医政局地域医療計画課通知

5



紹介受診重点医療機関の公表にかかる協議の進め方②
令和5年5月17日付厚生労働省
医政局地域医療計画課通知

6


